
令和 5年 第 3回渡嘉敷村議会 定例会 会期 日程
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村

股 質 問 に つ い て

令和4年度渡嘉敷村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

令和4年度渡嘉敷村一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

令和4年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

令和4年度渡嘉敷村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

専決処分の承認について (渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例)

沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の変更について

・令和5年度渡嘉敷村一般会計補正予算 (第 1号 )について

。令和5年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算 (第 1号 )について

。令和5年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算 (第 1号 )について

。令和5年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算 (第 1号 )について

※ なお、会期中であっても本定例会に付議された事件がすべて終了された場合は、
会議規則第 7条の規定により閉会となります。



NO.1

渡嘉敷村議会議長  営山 清彦  殿

一 般 質 問 通 告 書 (R5,6月 定例会 )

次 の とお り通 告 しま す 。

令 和 5年 6月 7日

受領

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 答弁者

1.村有地について ① 阿波連漁港内、東屋撤去後の利用計画について伺う。 村長

② 阿波連漁港内、給油施設裏の漁協が利用していた土地 村長

は現在 どのようになっているか、また今後の利用計画を

伺 う。

2.イ ベン トについて① とかしきまつりの実施に向けての準備等、現在の状況 村長

を伺 う。

② とかしきマラソン大会に向けての準備、広報はいつ頃 村長

から行なうか伺 う。

(注)1
2

質問の要旨は、具体的に記載すること。

質問の相手は、村長、行政委員会の長又は監査委員とする。



NO.1

渡嘉敷村議会議長  営山 清彦  殿

一 般 質 問 通 告 書 (R5,6月 定例会 )

次 の とお り通 告 しま す 。

注)1.質 問の要旨は、具体的に記載すること。

2.質問の相手は、村長、行政委員会の長又は監査委員とする。

※通告書フォン ト (MS明朝16)は設定どおり活用すること。

令 和 5年 6月 6日

受領

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 答弁者

1.観光協会監査に ① 3月 の定例議会に於いて監査の継続中である事を理由に監査C 村長

ついて 結果 (外部監査の必要性)が村長の答弁から得 られなかったので

その答弁を伺 う。

2.施政方針について① 施政方針を公表されましたが、どの事業を何時から実施されて 村長

ますか?

3。 高速船について ① 3月 の定例議会に於いて現在運航している高速船には不良品 村長

との瑕疵は無いと断言 しているが変わ りはないか ?私が請求 し

ていた資料提供、 リース会社 (離海振)と の会議への参加への返

答が無かったが理由を伺 う。

② 令和5年度沖縄離島活性化推進事業費補助金(内閣府533百万、

村230百万)での高速船買取 りを進めるのか伺 う。



NO.1

渡嘉敷村議会議長  営山 清彦  殿

一 般 質 問 通 告 書 (R5,6月 定例会)

次 の とお り通 告 しま す 。

令 和 5年 6月 7日

受領

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 答弁者

1.県道の修復に ① その後の進捗状況について、伺います。 村長

ついて (継続質問 )

2.村営住宅について① 村営住宅に新たに入居される村民について 村長

リフォームはしないで、そのまま入居 させるのか。

村長の見解を伺います。

3.プ レハブ住宅に ① プレハブ (通称アマンジャ)住宅は職員の住宅として 村長

ついて 建てたんじゃないですか。

4.台風時の避難 ① 台風2号が発生し村に最接近 (31日 )した時、他の離島は 村長

場所について 避難場所をその日に確定していたのに、渡嘉敷村は翌日の1日 に

確定 してLア ラー トをとお しテ レビで字幕で流れていたけど、

誰が判断 して誰が決定 しているのか。

マニュアル等はあるのか、答弁をお願い します。

(注)1

2

質問の要旨は、具体的に記載すること。

質問の相手は、村長、行政委員会の長又は監査委員とする。



NO。 1

渡嘉敷村議会議長  営山 清彦  殿

一 般 質 問 通 告 書 (R5.6月 定例会 )

次 の とお り通 告 し ま す 。

注)1.質 問の要旨は、具体的に記載すること。

2.質問の相手は、村長、行政委員会の長又は監査委員とする。

令 和 5年 6月 7日
受領

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 答弁者

①プロポーザルで公募したまつり運営業務の公募結果報告の内容

について伺 う。

②コロナ禍において中止して来たまつりだが、実行委員会も解散

し、プロポーザル公募も上手くいかない現状で、今後まつり開催

にむけ、どの様な動きが必要か、見解を伺 う。

1。 とか しきまつ りに
ついて

村長
関係課長

①令和4年度の捕獲実績と令和 5年度これまでの捕獲実績があれ

ば伺 う。

②現在村が設置し稼働している罠の数、見回り等駆除対策をどの

ように行つているか伺 う。

2.有害鳥獣尉策に
ついて

村長
関係課長

①渡嘉敷川の台風時高潮による浸水被害対策は現在どの様に考え

られているか。波除提建設も未定のまま何 らかの河川の氾濫対策カ

必要だと思 うが、村の見解や県との話 し合い等伺 う。

3.水害・高潮対策に
ついて

村長
関係課長



NO.1

渡嘉敷村議会議長  営山 清彦  殿

一 般 質 問 通 告 書 (R5.6月 定例会 )

次 の とお り通 告 しま す 。

令 和 5年 5月 29日
受領

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 答弁者

1.学校給食について① 島産米を学校給食に利用する考えはありませんか。 教育長

2,水道施設について① 水道の広域化により県企業局が管理することになっているが 村長

村民は水を隣村に送水するのではと心配 している。

そのようなことが検討がされているのか伺 う。

② 飲料水 (施設)の権利は全て企業局にあるのかを伺う。 村長

(注)1

2

質問の要旨は、具体的に記載すること。

質問の相手は、村長、行政委員会の長又は監査委員とする。


